
処理場数
処理区域
内人口(人) 水洗化率

施設
利用率

公 共 １ 17,453 94.1% 66.4%

特 環 １ 1,542 85.0% 56.1%

農 集 １０ 8,685 92.5% 53.1%

コミ等 ５ 615 95.4% －

その他 － 2,285 － －

計 １７ 30,580 92.2% －

S61年～

•【供用開始】
•☛農業集落排水事業（Ｓ６１年～） ☛公共下水道事業（Ｈ３年）

•☞コミュニティプラント等（Ｈ５～） ☞特定環境保全公共下水道（Ｈ１１）

H16年

•【町村合併】
•☛１町１村（東部町、北御牧村）

•☛上下水道事業の統合

H20年

•【地方公営企業の適用】
•☛下水道事業の地方公営企業法の適用

•☛全事業を法適用へ移行

H22年～

• 【包括的民間委託の導入】
•☛窓口等業務を水道事業と併せて民間委託を導入（合理化の推進）

•☛下水道全体計画の見直し（基本構想策定及び統廃合の検討）

２

２



【類型：汚泥処理施設の統廃合】
人口減少、需要の減少など社会情勢の変化に対応すべく、将来予想される下水道施設の維持管理費や施設更新費を抑制し、効率化を

図ることを目的として農業集落排水処理区域等を公共下水道処理区域へ編入する。（17処理施設⇒５処理施設へ）
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